
 

 

よくあるお問い合わせ（令和２年４月１５日時点）       

〇 誰がこの協力金を受け取れるのですか？  

「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を

運営する中小企業（個人事業主を含む）が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に

受け取れます。 

 

〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか？  

東京都防災ホームページをご覧ください。 

 

〇 4 月 11 日から休業していないと、協力金は支給されないのですか？  

少なくとも令和２年４月１６日から５月６日までのすべての期間において休業（飲食店

等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮）にご協力をいただければ、４月１１日から休

業していなくても対象となります。 

 

〇 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか？  

夜 22 時まで営業していた店舗が、夜 20時までの営業に短縮するなど、朝 5 時から夜 20

時までの営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝 5 時から夜 20 時までの

営業を終日休業した場合も対象となります。 

 

〇 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象

となりますか？  

店内飲食の営業時間を短縮し、夜 20 時から朝 5 時までの営業を行わない場合は、対象

となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。 

 

〇 休業をお願いしている商業施設のうち、100 ㎡未満の広さの場合は営業可能と

なっていますが、休業した場合には支給対象となりますか？  

生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業を

お願いしています。従って、100 ㎡未満であっても、休業した場合は対象となります。 

 

〇 生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか？ 

東京都防災ホームページをご覧ください。 

 

感染拡大防止協力金について 



〇 百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか？  

テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であ

って、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。 

 

〇 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか？  

宴会場を閉めているので、対象となります。 

 

〇 施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約

しています。休業した場合は対象となりますか？  

休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運

営していない場合は、対象となりません。 

 

〇 まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか？  

緊急事態措置期間開始より前（2020 年４月 10 日以前）の営業活動が確認できる場合は、

対象となります。 

 

 

制度や受付期間の詳細は、今後産業労働局 HP で公開予定 

 

 


